






価格交渉・価格転嫁

取引先との関係性を維持しながら価格転嫁を実現させるためには、客観的なデータ収集や、

誠実なコミュニケーション、交渉のタイミングなどが鍵になってきます。そこで、実際に価

格転嫁に取り組んだ企業の成功事例を業種別にご紹介。ぜひ参考にしてください。

「取適法」は、中小受託事業者が、委託事業者から不当
な不利益を受けることを防ぎ、公正な取引環境を整
備するための法律です。本法は委託事業者に対し、契
約内容の書面（メール等）による明示、取引記録の作
成・保存、60日以内の支払い期日の決定、遅延利息の
支払いなどを義務付けています。また、手形での代金
支払い、協議に応じない一方的な代金決定等の禁止
行為を定め、委託事業者の優越的な地位による不利
益の発生を防止します。
中小受託事業者にとって、条件の書面化による「契約

トラブルの未然防止」は大きな前進です。さらに、報
酬の支払い期日が明確になることでの資金繰りの安
定も大きなメリットと言えます。また、委託事業者に
価格協議に応じる義務が課されたことで、不当な買
いたたきの抑止や適正な価格改定が期待でき、未払
いや不当な減額に対しても法的根拠を持って対抗で
きるようになります。
本法の施行により、中小受託事業者が安心して事業
に集中できる環境の創出が期待されています。

取引代金の減額や未払いなど、取引に係る各種相談
への対応などを行うために、本部及び47都道府県に

「取引かけこみ寺」を設置しています。中小企業等の

取引上の悩みに、企業間取引や取適法などに詳しい
相談員や弁護士が無料で相談に応じています。

中小企業の経営課題に応える「よろず支援拠点」を各
都道府県に設置し（P39参照）、拠点内の「価格転嫁サ
ポート窓口」では価格交渉の基礎知識や原価計算手
法などの習得支援をしています。また、価格交渉を行
う上で押さえておくとよいポイントをまとめた冊子

「中小企業・小規模事業者の価格交渉ハンドブック」
を、中小企業庁HPにて公開しています。

330名の取引Ｇメンが全国の中小受託事業者を訪問
し、取引の実態をヒアリングしています。問題のある
商習慣、業界や個別企業の優良事例・問題事例の収
集、価格交渉の実態などの調査・情報分析を行い、そ
の結果をもとに振興基準の改正、個別企業への指導・
助言、業界団体などへの働きかけを実施したり、取適
法に基づく取り締まりの端緒情報として分析結果を
活用しています。

取引Gメンのヒアリング活動

2026年1月1日施行
「下請法」を大幅に強化した改正法「取適法（中小受託取引適正化法）」の適用
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よろず支援拠点、価格交渉ハンドブックの利用5

取引かけこみ寺の設置6

沖縄
235件

北海道
306件

東北
758件

関東
3,791件

中部 1,128件

近畿
1,690件

中国
550件

四国 391件

九州
750件

 ■ 地域別ヒアリング先の
　  所在地

※令和7年度実績

～業種別～

成功事例集

取引かけこみ寺HP：https://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/
相談用フリーダイヤル：0120-418-618 （受付時間  平日9:00～12:00／13:00～17:00 ※土日祝日・年末年始を除く）

06   Price negotiation and transfer success stories. Price negotiation and transfer success stories.   07


































